
区,臣三ヨ
出産後の養育について出産前から支援が必要と認められる妊婦(特定妊婦)の様子や状況例

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

10このシートは、特定妊婦かどうか判定するものではなく、あくまでも目安のーつとしてご利用ください。
10様子や状況が複数該当し、その状況が継続する場合には「特定妊婦」に該当する可能性があります。
L0支援の必要性や心配なことがある場合には、妊婦の居住地である市町村に連絡をしてください。 1

妊婦等の年齢

婚姻状況

母子健康手帳の交付

妊婦健診の受診状況

詞欄

18歳未満

18歳以上~20歳未満かつ夫(パートナー)が20歳未満

夫(パートナー)が20歳未満

妊娠状況

.■.旦.....闇..畔..=.^.=.....^..........闇.....^●^.^●●●●●●●●^●■●●●●●^.●..●............■.司^.畔.司............■...■

^^^^^^^.^^^^^^^^^■^^■^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^■^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^■^^^.^^

ひとり親

未婚(パートナーがし寸乱、)

ステップファミリー(連れ子がある再婚)

^■^^^^^■^^^^^^^^^^^.^■^^^^^■^^^^^^■^^^.^^^^^^^^^^■^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^■^^^^^^^^^

胎児の状況

^^^^^■^■^^^^^■^^^■^■^^^^^^^^^^^^^^^^■^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^

未交付

出産への準備状況

初回健診が妊娠中期以降

定期的に妊婦健診を受けていない(里帰り、転院等の理由を除く)
^^^^^^^^凹^^^■^■^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^■^■^^^^^^^^^^^^^^^^^■^■^■^●^^^^■^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^

産みたくない。

産みたいが、育てる自信がない

妊娠を継続することへの悩みがある。

妊娠・中絶を繰り返している。

様子や状況例

^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^.^^^^^"^.^^.^^^^^^^^^■^.^^^^^^^^^^●^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^■^^^^^^^^■^^^■^^^^^■^^^^^^^

0
^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^■^■^■^■^.^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^■^■^■^■^^^^^^■^■^^^^^■^^^^^^.

心身の状態(健康状態)

^^^^■^^^■^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^■^^^■^■^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^■^^^^■^■^■^^^.^■^■^■^^^^

疾病

障害(疑いを含む)

多胎

.^^^^^■^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^■^^^.^^^^^^^^^^.^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^

^^^^^^^^■^^^^^^^^^^■^^^^^^.^.^^^^^^^^^^^^^^^■^^.^^^^^^^^^^^■^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^.^^^^

セルフケア

妊娠の自覚がない・知識がない。

出産の準備をしていない。(妊娠36週以降)

出産後の育児への不安が強い。

^^^^^^^^^^^^^.^.^^^^^■^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^●^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^■^^^.^^^^^^^^^^^^^

虐待歴等

^^^^^^^^^^^^^■^■^^^^^■^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^■^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^■^^^^

精神科への受診歴、相談歴がある。(精神障害者保健福祉手帳の有無は問わない)

自殺企図、自傷行為の既往がある。

アルコール依存(過去も含む)がある。

薬物の使用歴がある。

飲酒・喫煙をやめることができない。

身休障害がある。(身体障害者手帳の有無は問わない)

^^^■^^^^^■^^^^^^^^^■^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^●^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^

気になる行動

^^■^^^^^^^.^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^■^^^^^^^^■^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^■^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^■^^^^^^^^■^^^^^^^^^■^^^^^^.^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^■^■^■^^^^^^^^■^^^^^^^^^■^^^^^^

夫(パートナー)との関係

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^■^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^.^.^^^^^■^^^■^^^■^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^

妊婦本人に何らかの疾患があっても、適切な治療を受けない。

妊婦の衣類等が不衛生な状態

出産予定児のきょうだいの状
況

^■^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^■^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^■^■^■^.^^^.^■

被虐待歴・虐待歴がある。

過去に心中の未遂がある。
^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^.^^^^^^■^^^■^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^.^^^.^■^^^^^^■

同じ質問を何度も繰り返す、理解力の不足がある。(療育手帳の有無は問わない)

突発的な出来事に適切な対処ができない。(パニックをおこす)

周囲とのコミュニケーションに課題がある。

..^^■.....^.^.冒.^.^.^.^^"..........■..^■..■...写.●●^●●^^^●●●●●●■●●●^^^圖一^.^ー.....■.^...■...畔■^.ー..^......胴..冒^.^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^■^■^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^■^■^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^■^^^^■^■^^^^^^^

社会・経済的背景

DVを受けている。

夫(パートナー)の協力が得られない。

夫婦の不和、対立がある。

■^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^■^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^■^^^^^■^^^^■^^^^^■^^^.^■^■^■^■^■^^^^^^^^^.^^^^■^■^^^^.

^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^■^^^^^^^^^^.^^^■^^●^^^^^■^^^^^^^^^^^^●^^^■^^^^^^^■^■^■^^^.^^^^^"^.^■^^■^^^^^^^^

家族の介護等

きょうだいに対する虐待行為がある。(過去または現在、おそれも含む)

過去にきょうだいの不審死があった。

きょうだいに重度の疾病・障害等がある。

■^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^■^■^^^■^^^^^^^^^^■^^^^^^■^^^^^^^■^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^●^■^■^■^■^^^^^^^^^

^^^^.^^^^^.^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^■^^^^^^^^^^.^^^.^^^■^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^■^^^■^^^^^■^^^^^^^

サボート等の状況

【その他気になること、心配なこと】

住所が不確定(住民票がない)、転居を繰り返している。

経済的困窮、妊娠・出産・育児に関する経済的不安

夫婦ともに不安定就労・無職など

健康保険の未加入(無保険な状態)

医療費の未払い

生活保護を受給中

助産制度の利用(予定も含む)

^.....■.....闇^..■明■............^.■.......^...^■.■゛●●●●●●●■●●●●●■●^■●.●".●.^.........^.^.■.....■.....■...■.....

^^^^■^■^^^^^^^^^^^^^^^.^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^■^^^^^^^^■^^^^^■^^^^^^^^■^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^■^^^■^■^^^■^

....^.■...^.■...■.■.闇...^.風."..^......^.^.^.....■.^闇...●●■●●●●●^●●●●●●■●写●畔●..^.........■...^.^.^.......■.^^..^.闇.畔

^^^^^^.^^^^^■^^^■^■^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^■^^^.^^^^^■^^^^■^^^^^^^^●^●^^^●^^^^^^^^^^^^■^■^^^^■

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^"^^^^■^^^■^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^■^胴^^^●^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^■^■^^^■^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

妊婦または夫(パートナー)の親など親族の介護等を行っている。

妊婦自身の家族に頼ることができない。(死別、遠方などの場合を除く)

周囲からの支援に対して拒否的

近隣や地域から孤立している家庭(言葉や習慣の違いなど)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^■^^^^■^●^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^●^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

妊
娠
・
出
産

妊
婦
の
行
動
・
態
度
等

家
族
・
家
庭
の
状
況



E^
虐待の発生予防のために、保護者への養育支援の必要性が考えられる児童等(「要支援児童等」)

の様子や状況例【乳幼児期】

10このシートほ、要支援児童等かどぅか判定するものではなく、あくまでも目安のーつとしてご利用ください。:
10様子や状況が複数該当し、その状況が継続する場合には「要支援児童等」に該当する可能性があります。

10支援の必要性や心配なことがある場合には、子どもの居住地である市町村に連絡をしてください。 1

健康状態

精神的に不安定

無関心、無反応

図欄

攻撃性が強い

不定愁訴、反復する腹痛、便通などの体調不良を訴える。

夜驚、悪夢、不眠がある。

孤立

警戒心が強く、音や振動に過剰に反応し、手を挙げただけで顔や頭をかぱう。

過度に緊張し、担任教諭、保育士等と視線が合わせられない。

大人の顔色を伺ったり、接触をさけようとしたりする。

気になる行動

表情が乏しく、受け答えが少ない。

ボーつとしている、急に気力がなくなる。

落ち着きがなく、過度に乱暴だったり、弱い者に対して暴力をふるったりする。

他者とうまく関われず、ささいなことでもすぐにカッとなるなど乱暴な言動が見られる。

激しいかんしゃくをおこしたり、かみついたりするなど攻撃的である。

保護者への態度

友達と一緒に遊べなかったり、孤立しがちである。

担任教諭、保育士等を独占したがる、用事がなくてもそばに近づいてこようとするなど、過度のスキンシッ
プを求める。

不自然に子どもが保護者と密着している。

必要以上に丁寧な言葉遣いやあいさつをする。

繰り返し嘘をつく、空想的な言動が増える。

自暴自棄な言動がある。

様子や状況例

身なりや衛生状態

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^"^^^

食事の状況

保護者の顔色を窺う、意図を察知した行動をする。

保護者といるとおどおどし、落ち着きがない。

保護者がいると必要以上に気を遣い緊張しているが、保護者が離れると安心して表情が明るくなる。

登園状況等

からだや衣服の不潔感、髪を洗っていないなどの汚れ、におい、垢の付着、爪が伸ぴている等がある。
季節にそぐわなし明艮装をしている。

衣服が破れたり、汚れている。

虫歯の治療が行われていない。

子どもへの関わり・対応

食べ物への執着が強く、過度に食べる。

極端な食欲不振が見られる。

友達に食べ物をねだることがよくある。

きょうだいとの差別

理由がはっきりしない欠席・遅刻・早退が多い。

連絡がない欠席を繰り返す。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^■^^^.^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

心身の状態
(健康状態)

理想の押しつけや年齢不相応な要求がある。

発達にそぐわない厳しいしつけや行動制限をしている。

「かわいくない」「にくい」など差別的な発言がある。

子どもの発達等に無関心であったり、育児について拒否的な発言がある。

子どもに対して、繰り返し馬鹿にしてからかう、ことあるごとに激しく叱ったり、ののしったりする。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^■^

気になる行動

きょうだいに対しての差別的な言動や特定の子どもに対して拒否的な態度をとる。

ようだいで服装や持ち物などに差が見られる。

幼稚園、保育所等との
関わり

.....^..^.●●^●冒●^●●●●^●■●^^^^■●^●●●●●●●●●旺●●●●●^.^..^...^..^...^.....■.■.■.■...^..^......^.辱.^.■^.^....^.冒........冒...^.^^........^

族

"神科への受診歴、相談歴がある。(精神障害者保健福祉手帳の有無は問わない)

ルコール依存(過去も含む)や薬物の使用歴がある。

育てに関する強い不安がある。

護者自身の必要な治療行為を拒否する。

^^..^●●●●●圖●●^●^■●●●■●■●■●●●●●●●邑●■●一^^^^●.●.^..■......^.■..............■.■......'....^...^.宅..^........■■..^^.^.■....、^^...'.^.

家族間の暴力、不和

^.^●^●●●●^●●●^●●●●●●^^^^^●●^...^.^^^.^...^..^..^...^....冒...^..^.^.■.、.▲.....闇..^......■.....^.■.^.........^..^.冒.

住居の状態

一細なことでも激しく怒るなど、感情や行動のコントロールができない。

害者意識が強く、事実と異なった思い込みがある。

児の保護者との対立が頻回にある。

サボート等の状況

期にわたる欠席が続き、訪問しても子どもに会わせようとしない。

席の理由や子どもに関する状況の説明に不自然なところがある。

一事への不参加、連絡をとることが困難である。

ヌ、1こよ 凰一

婦間の口論、言い争いがある。

え問なくけんかがあったり、家族(同居者間の暴力)不和がある。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^●^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^

、1い配よこ

中ゴミだらけ、異臭、シラミがわく、放置された多数の動物が飼育されている。

由のわからない頻繁な転居がある。

隣との付き合いを拒否する。

'、要な支援機関や地域の社会資源からの関わりゃ支援を拒む。
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経済的な困窮

生育上の問題

複雑な家族構成

きょうだいが著しく多い

保護者の生育歴

養育技術の不足

図欄

養育に協力する人の不
在

保護者の離職の長期化、頻繁な借金の取り立て等、経済的な困窮を抱えている。

妊娠、出産

※不適切な養育状況以外の理由によっても起こる可能性の高い事項のため、注意深く様子を見守り、把握された状況をご
相談ください。

未熟児、障害、慢性疾患、発育や発達の遅れ(やせ、低身長、歩行や言葉の遅れ等)が見られる。

若年の妊娠、出産

親族以外の同居人の存在、不安定な婚姻状況(結婚、離婚を繰り返す等)

養育の見通しもないままの無計画な出産による多子

被虐待歴、愛されなかっナ島思い等、何らかの心的外傷を抱えている。

知識不足、家事・育児能力の不足

親族や友人などの養育支援者が近く1こいない。

予期しない妊娠・出産、祝福されない妊娠・出産

10代の妊娠、親としての心構えが整う前の出産

様子や状況例

※
参
考
事
項



E^
虐待の発生予防のために、保護者への養育支援の必要性が考えられる児童等(「要支援児童等」)

の様子や状況例【学齢期以降】

10このシートは、要支援児童等かどうか判定するものではなく、あくまでも目安のーつとしてご利用ください。:
10様子や状況が複数該当し、その状況が継続する場合には「要支援児童等」に該当する可能性があります。

10支援の必要性や心配なことがある場合には、子どもの居住地である市町村に連絡をしてください。

健康状態

精神的に不安定

無関心、無反応

図欄

攻撃性が強い

不定愁訴、反復する腹痛、便通などの体調不良を訴える。

夜驚、悪夢、不眠、夜尿がある。(学齢期に発現する夜尿は要注意)
^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

孤立

警戒心が強く、音や振動に過剰1こ反応し、手を挙げただけで顔や頭をかほう。

過度に緊張し、教員等と視線が合わせられない。

教員等の顔色を伺ったり、接触をさけようとしたりする。

気になる行動

表情が乏しく、受け答えが少ない。

ボーつとしている、急に気力がなくなる。

落ち着きがなく、過度に乱暴だったり、弱い者に対して暴力をふるったりする。

他者とうまく関われず、ささいなことでもすぐにカッとなるなど乱暴な言動が見られる。

大人に対して反抗的、暴言を吐く。

激しいかんしゃくをおこしたり、かみついたりするなど攻撃的である。

反社会的な行動(非行)

^^.^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^●^^^^^●^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^.^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^

保護者への態度

友達と一緒に遊べなかったり、孤立しがちである。

様子や状況例

担任の教員等を独占したがる、用事がなくてもそぱに近づいてこようとするなど、過度のスキンシップを
求める。

不自然に子どもが保護者と密着している。

必要以上に丁寧な言葉遣いやあいさつをする。

繰り返し嘘をつく、空想的な言動が増える。

自暴自棄な言動がある。

身なりや衛生状態

食事の状況

深夜の俳佃や家出、喫煙、金銭の持ち出しや万引きなどの問題行動を繰り返す。

保護者の顔色を窺う、意図を察知した行動をする。

保護者といるとおどおどし、落ち着きがない。

保護者がいると必要以上に気を遣い緊張しているが、保護者が離れると安心して表情が明るくなる。

登校状況等

からだや衣服の不潔感、髪を洗っていないなどの汚れ、におい、垢の付着、爪が伸ぴている等がある。
季節にそぐわなし明艮装をしている。

衣服が破れたり、汚れている。

虫歯の治療が行われていない。

子どもへの関わり・対応

^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^●^^●^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

食べ物への執着が強く、過度に食べる。

極端な食欲不振が見られる。

友達に食べ物をねだることがよくある。

.^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^.^^^.^^^^^^^■^^■^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^■^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^■^^^^.^^^^^^

きょうだいとの差別

理由がはっきりしない欠席・遅刻・早退が多い。

きょうだいの面倒を見るため、欠席・遅亥小早退が多い。

なにかと理由をつけてなかなか家に帰りたがらない。

心身の状態
(健康状態)

理想の押しつけや年齢不相応な要求がある。

発達にそぐわない厳しいしつけや行動制限をしている。

「かわいくない」「にくい」など差別的な発言がある。

子どもの発達等に無関心であったり、育児について拒否的な発言がある。

子どもに対して、繰り返し馬鹿にしてからかう、ことあるごとに激しく叱ったり、ののしったりする。

気になる行動

きょうだいに対しての差別的な言動や特定の子どもに対して拒否的な態度をとる。

きょうだいで服装や持ち物などに差が見られる。

学校等との関わり

族

"神科への受診歴、相談歴がある。(精神障害者保健福祉手帳の有無は問わない)

ルコール依存(過去も含む)や薬物の使用歴がある。

育てに関する強い不安がある。

護者自身の必要な治療行為を拒否する。

^^^^^^^■^^^^^■^^●^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

家族間の暴力、不和

^.^^^■^^^^^^^^^●^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

住居の状態

一細なことでも激しく怒るなど、感情や行動のコントロールができない。

害者意識が強く、事実と異なった思い込みがある。

児の保護者との対立が頻回にある。

サポート等の状況

ヌ、1こよ

期にわたる欠席が続き、訪問しても子どもに会わせようとしない。

席の理由や子どもに関する状況の説明に不自然なところがある。

校行事への不参加、連絡をとることが困難である。
■■.^.^^^.....^.'.^^^^^^^^●●●●^^冒●^●^●●^●^●●●●^^●●●●●.^.^.^.^.^....^^..^^.......^.^..^..^.^.^.^^^.......

婦間の口論、言い争いがある。

え間なくけんかがあったり、家族(同居者間の暴力)不和がある。

、 1し、

中ゴミだらけ、異臭、シラミがわく、放置された多数の動物が飼育されている。

由のわからない頻繁な転居がある。
..●^●^^^●●●●●^●●●●●●^■^●●^●●●^●●^●^●^●.●^^..^..^.........^...^...^^....^^...^...^^...^^^.......^^......■.......^^.^、.^...

'、ー
^^

隣との付き合いを拒否する。

'、要な支援機関や地域の社会資源からの関わりや支援を拒む。

子
ど
も
の
様
子

保
護
者
の
様
子

こ
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経済的な困窮

生育上の問題

複雑な家族構成

きょうだいが著しく多い

保護者の生育歴

養育技術の不足

図欄

養育に協力する人の不在

妊娠、出産

※不適切な養育状況以外の理由によっても起こる可能性の高い事項のため、注意深く様子を見守り、把握された状況をご
相談ください。

保護者の離職の長期化、頻繁な借金の取り立て等、経済的な困窮を抱えている。

若年の妊娠、出産

未熟児、障害、慢性疾患、発育や発達の遅れ(やせ、低身長、歩行や言葉の遅れ等)が見られる。

親族以外の同居人の存在、不安定な婚姻状況(結婚、離婚を繰り返す等)

養育の見通しもないままの無計画な出産による多子

被虐待歴、愛されなかった思い等、何らかの心的外傷を抱えている。

知識不足、家事・育児能力の不足

親族や友人などの養育支援者が近くにいない。

予期しない妊娠・出産、祝福されない妊娠・出産

10代の妊娠、親としての心構えが整う前の出産

様子や状況例

※
参
考
事
項



{1翻1＼・中^11子

別添1

児童福祉主管部(局)長

養育支援を必要とする家庭に関小る医凌機関から市町村に対,る佶報提供にっいて

母子保健主管部(局)長

子どもの健全育成を図る上で、「養育支援を必要とする寂庭」を的確に把握し、適時適切な支
援を行うことは重要な取怨であるが、とうした取組は子ども詫対,、る虐ネ寺の予防牝も資するもので
寺)る口

とのため、平成16年度予算像)においても脊児支援家庭訪問事業を新たに創設するなど、養
育支援が必要な家庭に対する支援の充支を図ることで虐待の予防を目指してし、る力又支援を必

要とする家庭を早期に把握するためには、家庭と接点を有する様々な閲係機関からの情報提供
を促していくととが必要である。

中でも医療機関は、燃産前後の健診や、子ぞもや養育者の疾患等による受診を契機巴して、支
援が必要と思われる家庭と接点を持つととが多いことから、医療機関の積極的な情穀提供は「養
育支援を必要とする家庭」の早期把握のために重要である。

こうした医療機関から地域の保謝吾祉を拒う市町村等に対ずる診療情報の提供にっいては、
従来から診療情報提供料として診療報酬上のモ平価が行われ、.保健福祉サ「曾スを必要とtる要
介護高齢者を念頭詫置いた情穀提供の様式が示されてきたところであるが、以上のような子ど、

の養育支援の重要性に錘み、本年4月から実施される診療報酬改建により、子だもの養育支援を

二念頭に置いた情毅提供の様式が新たに別紙様式9・10として示されることとなった。なお、別添様

式9は患者が18歳以下の子どもの揚合に用いら才しる様式であり、別紙様式10は患乍一が母競の場
合に用いられる様式である。(別添参照)

ついては、こうした情報提供が丹滑に行わ才Lるよう市町村{こ粘ける情報の受理窓口を躍療機闌

に周知するとともに、との改正に伴い増加が予想きれる医療機蕊力追の情報を積極的に活用じ、
的確な養育支援が行わホるよう各都道府県内の市町村に対し周知頴いたい。

またこうした情毅を受け、隈られた資源の中で効果的な養育支援を行っていくために捻市町村

虐待防止ネットワータ等を活用し、養育支援に必要な情報集約や、開係支援機関の情報共有の
円滑化を図ることで、共通認識にもとづいた支援計画を作脚<朋確な役割分担のもと協働支援
を行っていくための体制整備が重要である。

な粘、上記の診療情穀の提獣宅患者の伺意を得て行われるもので島るが、同意が得ら加之い
揚合であっやミJ、.疾病等の状況如何によっては、保護者に子どもを監護させることが不適当である

と認められ、・児童福祉法第25条の規定1こ'kる児童相談所又は極祉事務所に交とケる通告が必要と
なる揚合もあることについてゞ併せて医凌機関に対し周知願いたい。

粘って本通知については、淳生労働省保険局医療課と協議済みである。

④
段

薩児総発第03W0仇号

平成 16年3月10日

厚生労働省雇尾均等・児童家庭局総務課

辱当南蹴凄
雇艇豊後書
§健面藹癖
薪雫幽痩



(別添2)

地方厚生(支)局医療課長

都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課(部)長

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齡者医療主管課(部)長

伊の

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

標記にっいては、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年厚生労働

省告示第 52 号)等が公布され、平成 28年4児 1日より適用されるとととなったところで

あるが、実施に伴う留意事項は、医科診療報酬点数表にっいては別添1、歯科診療報酬点

数表にっいては別添2及び調剤報酬点数表にっいては別添3のとおりであるので、その取

扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関及び審査支払機関に対し、周知徹底を図られ

たい。

従前の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項にっいて」(平成 26年

3月5日保医発0305第3号)は、平成28年3月31日限り廃止する。

殿

保医発0304第3号

平成 28年3月4日

厚生労働省保険局医療課長

(公印省略)

厚生労働省保険局歯科医療管理官

(公印省略)

第2 章特掲診療料

第1部医学管理等

B O09 診療情報提供料(1)

(1)診療情報提供料(1)は、医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局又

は保健・福祉関係機関への診療佶報提供機能の評価を目的として設定されたものであり、

両者の患者の診療に関する情報を相互に提供することにより、継続的な医療の確保、適切

な医療を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効利用を図ろうとするものである。
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(2)保険医療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め>患者に説明し、

その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合

に算定する。

(3)紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、下記の紹介先機関ごとに定める

様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し>患者又は紹介先の機関に交付tる。

また、交付した文書の写しを診療録に添付するとともに、診療情報の提供先からの当該患

者に係る問い合わせに対しては、懇切丁寧に対応するものとする。

アイ及びウ以外の場合別紙様式Ⅱ

イ市町村又は指定居宅介護支援事業者等別紙様式12から別紙様式12の4まで

ウ介護老人保健施設別紙様式13

(4)当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場

合や、市町村等が開設主体である保険医療機関が当該市町村等に対して情報提供を行った

場合は算定できない。

(5) A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、 B保険医療機関(特別の

関係にあるものを除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した場合

には、診療情報提供料(1)は算定できる。

(6)(5)の場合において、 B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどま

る場合には、 B保険医療機関においては、診療情報提供料(1)、初診料、検査料、画像診

断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医療機

関との問で合議の上、費用の精算を行うものとする。

(フ)(5)の場合において、 B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受

け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料(1)を算

定できる。なお、この場合に、 B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料

等を算定でき、 A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定できない。

(8)提供される情報の内容が、患者に対して交付された診断書等であって、当該患者より

自費を徴収している場合、意見書等であって、意見書の交付について診療報酬又は公費で

既に相応の評価が行われている場合には、診療情報提供料(1)は算定できない。

(9)下記のア、イの場合については>患者1人につき月1回に限り、所定点数を算定する。

また、いずれの場合も診療情報の提供に当たって交付した文書の写しを診療録に添付する。

ア区分番号「CO01」在宅患者訪問診療料を算定すべき訪問診療を行っている保険

医療機関が>患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して継続

して区分番号「CO05」在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号「CO05-1

2」同一建物居住者訪問看護・指導料を算定すべき看護若しくは指導又は区分番号「C

006」在宅患者訪問りハビリテーション指導管理料を算定すべき指導管理を行って

いる別の保険医療機関に対して、診療日、診療内容、患者の病状、日常生活動作能力

等の診療情報を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合
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イ区分番号「CO05」在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号「CO05-1-2」

同一建物居住者訪問看護・指導料を算定すべき看護若しくは指導又は区分番号「CO

06」在宅患者訪問りハビリテーション指導管理料を算定すべき指導管理を行ってい

る保険医療機関が>患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、別の保険医療機

関に対して、病歴、診療内容一患者の病状等の診療状況を示す文書を添えて、当該患

者に係る療養上必、要な佶報を提供した場合

(1の診療情報の提供に当たり、レントゲンフィルム等をコピーした場合には、当該レント

ゲンフィルム等及びコピーに係る費用は当該佶報提供料に含まれ、別に算定できない。

(1D 「注2」に掲げる「市町村」又は「指定居宅介護支援事業者等」に対する診療情報提

供は、入院患者にっいては、退院時に患者の同意を得て退院の日から2週間以内に診療情

報の提供を行った場合にのみ算定する。この場合においては、家庭に復帰する患者が対象

であり、別の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設等に入院若しくは入所する

患者又は死亡退院した患者にっいてその診療情報を市町村又は指定居宅介護支援事業者等

に提供しても、診療情報提供料(1)の算定対象とはならない。

(12)「注2」に掲げる「市町村又は介護保険法第 46 条第1項の規定により都道府県知事

が指定する指定居宅介護支援事業者等」とは、当該患者の居住地を管轄する市町村(特別

区を含む。以下同じ。)、保健所若しくは精神保健福祉センター又は指定居宅介護支援事業

者若しくは地域包括支援センターをいう。また、「保健福祉サービスに必要な情報」とは、

当該患者に係る健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保健サービス又はホームヘ

ノレプサービス、ホームケア促進事業、ショートスティ、デイサービス、日常生活用具の給

付等の介護保険の居宅サービス若しくは福祉サービスを有効かつ適切に実施するために必

要な診療並びに家庭の状況に関する情報をいう。

a3)「注3」にっいては、在宅での療養を行っている疾病、負傷のため通院困難な患者(以

下「在宅患者」という。)に対して、適切な在宅医療を確保するため、当該患者の選択する

保険薬局の保険薬剤師が、訪問薬剤管理指導を行う場合であって、当該患者又はその看

護等に当たる者の同意を得た上で、当該保険薬局に対して処方せん又はその写しに添付し

て、当該患者の訪問薬剤管理指導に必要な診療情報を提供した場合に算定する。この場合

において、交付した文書の他、処方せんの写しを診療録に添付する。

なお、処方せんによる訪問薬剤管理指導の依頼のみの場合は診療情報提供料(1)は算定

できない。

(14)「注4」にっいては、精神障害者である患者であって、次に掲げる施設に入所してい

る患者又は介護老人保健施設(当該保険医療機関と同一の敷地内にある介護老人保健施設

その他とれに準ずる介護老人保健施設を除く。「注5」において同じ。)に入所している患

者の診療を行っている保険医療機関が、診療の結果に基づき>患者の同意を得て、当該患

者が入所しているこれらの施設に対して文書で診療情報を提供した場合に算定する。

アグループホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
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成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第巧項に規定する

共同生活援助を行う事業所をいう。)

イ障害者支援施設邸章害者総合支援法第5条第Ⅱ項に規定する障害者支援施設をいい、

日中活動として同条第7項に規定する生活介護を行うものを除く。)

ウ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年

厚生労働省令第19号)第6条の7第2号に規定する自立訓練(生活訓練)を行う事業

所

工障害者総合支援法第5条第13項に規定する就労移行支援を行う事業所

オ障害者総合支援法第5条第H項に規定する就労継続支援を行う事業所

力障害者総合支援法第5条第26項に規定する福祉ホーム

a5)「注6」に掲げる「認知症に関する専門の保険医療機関等」とは、「認知症施策等総

合支援事業の実施について」(平成26年7月9日老発 0709 第3号(一部改正、平成27年

6月26日老発 0626 第3号)老健局長通知)に規定されている認知症疾患医療センターで

あること。

a6)「注7」に掲げる退院患者の紹介に当たっては、心電図、脳波、画像診断の所見等診

療上必要な検査結果、画像情報等及び退院後の治療計画等を添付すること。また、添付し

た写し又はその内容を診療録に貼付又は記載すること。なお、算定対象が介護老人保健施

設である場合は、当該加算を算定した患者にあっては、その後6か月間、当該加算は算定

できない。

a7)「注8」の加算は、区分番号「B O05-4」ハイリスク妊産婦共同管理料(1)が算

定されない場合であっても算定できる。

(18)「注9」に掲げる「専門医療機関」とは、鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、医

療情報提供等を行うとともに、かかりつけの医師や介護サービス等との調整を行う保険医

療機関であること。

a9)「注10」に規定する認知症専門医療機関連携加算は、区分番号「BO05-フ」に掲

げる認知症専門診断管理料2を算定する専門医療機関において既に認知症と診断された患

者が、症状の増悪や療養方針の再検討を要する状態となった場合に、当該専門医療機関に

対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合に算定する。

(2の「注Ⅱ」に規定する精神科医連携加算については、身体症状を訴えて精神科以外の診

療科を受診した患者について、当該精神科以外の診療科の医師が、その原因となりうる身

体疾患を除外診断した後に、うつ病等の精神疾患を疑い、精神医療の必要性を認め>患者

に十分な説明を行い、同意を得て、精神科を標袴する別の保険医療機関の精神科に当該患

者が受診する日俳召介した日より1月間以内とし、当該受診日を診療録に記載すること。)

について予約を行った上で、患者の紹介を行った場合に算定する。

(2D 「注12」に規定する肝炎インターフェロン治療連携加算は、区分番号「B O05 -8」

に掲げる肝炎インターフェロン治療計画料を算定する専門医療機関において作成された治

5



療計画に基づいて行った診療の状況を示す文書を添えて、当該専門医療機関に対して当該

患者の紹介を行った場合に算定する。

(22)「注13」に規定する歯科医療機関連携加算は、保険医療機関(歯科診療を行う保険医

療機関を除く。)が、歯科を標袴する保険医療機関に対して、当該歯科を標袴する保険医療

機関において口腔内の管理が必、要であると判断した患者に関する情報提供を、以下のア又

はイにより行った場合に算定する。なお、診療録に情報提供を行った歯科医療機関名を記

載すること。

ア歯科を標樒していない病院が、医科点数表第2章第10部手術の第1節第6款、第7

款及び第9款に掲げる悪性腫傷手術(病理診断により悪性腫傷であることが確認され

た場合に限る。)又は第8款に掲げる心・脈管系(動脈・静脈を除く。)の手術若しく

は造血幹細胞移植の手術を行う患者にっいて、手術前に歯科医師による周術期口腔機

能管理の必要性を認め、歯科を標樗する保険医療機関に対して情報提供を行った場合

イ在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に属する医師が、訪問診療を行った栄養

障害を有する患者にっいて、歯科訪問診療の必、要性を認め、在宅療養支援歯科診療所

に対して情報提供を行った場合

(23)「注14」に規定する地域連携診療計画加算は、あらかじめ地域連携診療計画を共有す

る連携保険医療機関において、区分番号「A246」の注4に掲げる地域連携診療計画加

算を算定して退院した入院中の患者以外の患者にっいて、地域連携診療計画に基づく療養

を提供するとともに、患者の同意を得た上で、退院時の患者の状態や在宅復帰後の患者の

状況等にっいて、退院の属する月又はその翌月までに当該連携保険医療機関に対して情報

提供を行った場合に算定する。

(24)「注15」に規定する検査・画像情報提供加算は、保険医療機関が>患者の紹介を行う

際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容及び退院時要約等の診

療記録のうち主要なもの(少なくとも検査結果及び画像情帳を含むものに限る。画像診断

の所見を含むことが望ましい。また、イにっいては、平成30年4月以降は、退院時要約を

含むものに限る。)にっいて、①医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークを

通じ他の保険医療機関に常時閲覧可能なよう提供した場合、又は②電子的に送受される診

療情蛾提供書に添付した場合に加算する。なお、多数の検査結果及び画像情蝦等を提供す

る場合には、どの検査結果及び画像情報等が主要なものであるかを併せて情報提供するこ

とが望ましい 0
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御俳氏様式12の2)

情報提供先市町村

患児の氏名

傷病名

病状

既往症

治療状況等

父母の氏名

(疑いを含む)

住所

平成年
市町村長殿
紹介元医療機関の所在地及び名称

電話番号
医師名

退院先の
住所

父

入退院日

出生時の
状況

入院日

職業(

男・女

出生場所:当院・他院

在胎:( )週単胎

体重:( g)身長:(
出生時の特記事項 無有(

妊娠中の異常の有無 無有(

妊婦健診の受診有無 無有(

平成

※以下の項目は、該当するものに0、その他には具体的に記入してください

平成

その他の傷病名

)歳

年

児の状況

月

年

様方

母

電話番号

月

日

月

養育者の
状況

発育・発達

電話番号

日

日生

日常的世話の状況

情緒

印

養育環境

退院(予定)日

健康状態等

こどもへの思い・態度

多胎(

C皿)

・発育不良・発達のおくれ・その他(

・表情が乏しい・極端におびえる・大人の顔色をう力功§う・多動恬L暴

職業(

情報提供の
目的とその

理由

・身体接触を極端にいやがる・多動・誰とでもべたべたする

家族関係

納宅・実家・その他)

・その他(

養育者との分離歴

同胞の状況

)子中(

・健診、予防接種未受診・不潔・その他(

平成

回

伯宅・実家・その他)

・疾患(

・出産後の状況(マタニティ・ブルーズ、産後うつ等)・その他(

)子

)歳

・拒否的・無関心・過干渉・権威的・その他(

*備考

家族構成

年

・面会が極端に少ない・その他(

・同胞に疾患(

・出産後の長期入院・施設入所等・その他(

月

1.必要がある場合は続紙に記載して添付すること。
2.本様式は>患者が18歳以下である場合について用いること。

日

育児への支援者:無・有(

)・障害(

同胞に障害(



偶1絲氏様式12の3)

情綴提供先市町村

患者の氏名

傷病名

病状

既往症

治療状況等

(疑いを含む)

児の氏名

住所

平成年

市町村長殿
紹介元医療機関の所在地及び名称

電話番号
医師名

退院先の
住所

入退院日

今回の
出産時の
状況

入院日

男・女

出産場所:当院・他院

)週単胎在胎:(

g)身長:(体重:(

無有(出産時の特記事項

無有(妊娠中の異常の有無

無有(妊婦健診の受診有無

昭和・平成

職業(

平成

その他の傷病名

※以下の

児の状況

男・女

年

月

頁目は、該当するものに0、その他には具体的に記入してください

養育環境

様方

年

電話番号

日

月

平成

日常的世話の状況

月

発育・発達

電話番号

情報提供の
目的とその

理由

日

家族関係

日生

)歳

他の児の状況

印

年

こどもとの分雜歴

退院(予定)日

多胎(

Cm)

・発育不良・発達のおくれ・その他(

月

・健診、予防接種未受診・不潔・その他(
・面会が極端に少ない・その他(

(自宅・実家・その他)

・疾患(

日生まれ

)子中(

・出産後の長期入院・施設入所等・その他(

*備考

平成

(自宅・実家・その他)

回

家族構成

1.必要がある場合は続紙に記載して添付すること。
2.本様式は>患者が現に子供の養育に関わっている者である場合について用いること。
3.出産時の状況及び児の状況については、今回出産をした児のことについて記入すること。

月 日

育児への支援者:無・有(

)・障害(

8

年

)
子
)
)
)



参考資料 1

様

貴機関から平成年月日にご連絡いただいた要支援児童等について、現在までに次のとおり
支援を行いましたので報告します。

支援経過・結果報告書

フりガナ

父フりガナ

住所

生年月日

【市町村の支援方金り

本人への説明

口乳幼児健康診査やその他の母子保健サービス等で養育状況を確認します。

口保護者(養育者)の身体面,精神面・育児不安等の支援を要するため、継続して支援します。

口子どもの発育・発達支援のため継続的に支援します。

口関係機関( )とともに養育状況の確認を継続します。

口子どもの発達状況、養育状況を確認した結果、支援を終了します。

年 月

平

予定日

平成

日

年

平成

有口

口その他

母フりガナ

年

電話

歳)

【問題点及び今後の援助計画】

日

無口

生年月日

月

男・女 第

日現在妊娠(月

a

日

本人からの同意

年

【連絡(依※動事項】

月 日

(自宅・実家・その他)

有口

歳)

無口

【担当者】

所属名

住所

担当者(職種)

対
象
者

子
ど
も

保
護
者

月
年 週

子
ジ



特定妊婦及び要支援児童等の倩報提供に関わる支援の流れ

医療機関社会保険診療報酬支払基金
国民健康保険団体連合会

参考資料 2

鄭霜

塞■

詔皿器嘉鵠

醍康黛幽

黒劉鳳既

支払い

診療情報提供料請求

学校

放課後児童クラブなど

市町村への情報提供に関する

同意あり

結果報告

幼稚園保育所
認定こども園など

窃勿 ・■・y4誘""

1 同意なし

など

、

市町村

^

支援が必要な家庭に対し、家庭訪問、保育所・学
校等への訪問、子育て相談や乳幼児健康診査・福祉
サーピス等を通じて、以下の支援を実施します。

【主な支援内容】
0子どもの発育状況・養育状況の確認
0保護者の身体面・精神面・育児不安等の支援
0その他
医療機関及び専門機関(療育機関など)に紹介
経済的な相談が可能な窓口に紹介
ひとり親、女性福祉に関する窓口に紹介

^

""■才・乙"・4ゲ

畢覗

興

結果報告

支援が必要と思われる家庭
(特定妊婦、要支援児童等)

支援

2

^デ、

゛
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▲

結
果
報
告

・
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参考資料 3

厘佃司

離婚により、実家の近くに母と子ども(2歳)が転居。母の就労開始を契機

に保育所への登所が始まる。入所から数か月後、朝夕の送迎時に、周囲にも聞

こえる怒鳴り声で「グズグズしないの!」「一体、何をしているの」など、母が

子どもを叱ることが頻繁に見られるようになる。また、母の服装の乱れもあり、

気になった担任保育士から声かけをするも「大丈夫です。忙しいので、すみま

せん。」と保育士の関わりを拒否される状況が1か月ほど続いた。保育所は、子

どもの様子を見守るとともに、市町村の保健師に気になる状況を相談した。

相談を受けた市町村は、地区担当の保健師が保育所に訪問し、子どもや気に

なる状況を保育所と共有。協議後、地区担当保健師が3歳児健康診査の機会を

活用し、母と接触を図った。

保健師の関わりを契機に、母が「実家の祖父が体調不良のため介護が必要な

状態のため介護負担を感じていること」「実家からの支援が難しくなり、経済的

な不安を抱えていること」が判明し、介護保険サービスやひとり親の支援制度
につなげる調整を実施した。

保育所の気づきから市町村につなげ、支援に至った事例

厘例回

A小学校に通う男児(小学5年生)が、この数か月で急、に理由がはっきりし

ない欠席やたびたび早退を繰り返していることに担当教員が気づき、学校長に

相談しナこ。また同時期に地区の民生委員・児童委員から、「夜遅くなっても公園

で過ごすきょうだいがいる」との相談が学校にあり、この男児と妹(3歳)の

可能性もあったため、妹の状況確認も含め、学校から市町村に男児の家庭に関

して相談した。

市町村は相談対応後に、家庭及び妹の周辺情報の収集に取り組み、妹が保育

所を利用していること、また、ぜんそくのため定期受診をしていること等を把

握し、市町村から医療機関に妹の受診状況等を確認した。その後、学校、民生

委員・児童委員、市町村が、この家庭に関する情報を共有し、支援を協議した

後に、学校及び市町村が両親に接触を図った。

結果、「男児が、妹の体調不良により保育所に登所できない時に妹の世話をし

ていること」「妹の通院時に、就労する母の帰宅までの間、男児が学校を早退し、

妹の世話をしていること」が判明。子どもたちの安心・安全への配慮、男児の

学校教育を受ける必要性について両親と話し合い、まずは市町村が、病児保育

や子育て支援サービスの利用等を調整し、妹の支援体制づくりに取り組んだ。

学校及び地域の気づきを市町村につなげ、支援に至った事例

3


